
司司月 の 行 事

J31れあll日間
11月 1日 ～ 29日 は、ふれあい月間です。

9月 28日 から、いじめ防止対策推進法が施行

されました。練馬区では、いじめ撲滅宣言の取り

組みの一環として、「いじめ撲滅シンボルマーク

作り」に取り組みます。子供たちがいじめについ

て考え、防止する気持ちをはぐくむことを目的と

しています。

11月避難訓練
火災がおき、大量に煙が発生したという設定

での避難訓練です。防火シャッターが作動した

時の避難経路や避難の仕方、なるべく煙を吸わ

ないように避難する方法を学びます。

4年生は、煙ハウスという特設テントでの煙

体験も併せて行います。

なるべく煙を吸わないようにするためには、

ハンカチ等で鼻や口を押さえ、低い姿勢で避難

する必要があります。

ハンカチを毎日身に付けることができてい

るかどうか、ご家庭でも確認をお願いします。

学校でも防火シャッターや防火扉の点検や

職員の研修会を行います。

展覧会に向l■て

12月 6日 07日 は展覧会です。

それに向けて、27日 (水)に は、オープニン

グ集会が行われます。6年生はマーチングでオ

ープニングを盛り上げ、各学年の児童が作品の

見どころを紹介します。作品や館内の飾りな

ど、着々と準備が進んでいます。子供たちの“い

ま"の一生懸命な作品を楽しみにしていてくだ

さい。


